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(57)【要約】
【課題】外部電極の伝導度を向上させ、電極層と導電性
樹脂層との電気的及び機械的接合力を向上させることに
より、等価直列抵抗（Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｓｅｒｉ
ｅｓ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ、ＥＳＲ）を低減させるこ
とができる積層型キャパシター及びその製造方法を提供
する。
【解決手段】本発明は、第１電極層上に配置される外部
電極の導電性樹脂層が、導電性接続部と、上記第１電極
層及び上記導電性接続部と接触する金属間化合物と、を
含み、上記導電性接続部が上記複数の金属粒子及び上記
第２電極層と接触することで、積層型キャパシターのＥ
ＳＲ（等価直列抵抗：Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｓｅｒｉ
ｅｓ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ）が低減し、曲げ強度が向
上した積層型キャパシター及びその製造方法を提供する
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体層及び内部電極を含む本体と、前記本体の一面に配置される外部電極と、を含み
、
　前記外部電極は、
　前記本体の一面に配置され、前記内部電極と接触する第１電極層と、
　前記第１電極層上に配置され、複数の金属粒子、前記複数の金属粒子を囲む導電性接続
部、ベース樹脂、及び前記第１電極層及び前記導電性接続部と接触する金属間化合物を含
む導電性樹脂層と、
　前記導電性樹脂層上に配置され、前記導電性接続部と接触する第２電極層と、を含む、
積層型キャパシター。
【請求項２】
　誘電体層及び内部電極を含む本体と、前記本体の一面に配置される外部電極と、を含み
、
　前記外部電極は、
　前記本体の一面に配置され、前記内部電極と接触する第１電極層と、
　前記第１電極層上に配置され、低融点金属を含む導電性接続部、前記第１電極層及び前
記導電性接続部と接触する金属間化合物、及び前記導電性接続部及び前記金属間化合物を
カバーするベース樹脂を含む導電性樹脂層と、
　前記導電性樹脂層上に配置され、前記導電性接続部と接触する第２電極層と、を含む、
積層型キャパシター。
【請求項３】
　前記第１電極層が銅を含む、請求項１または２に記載の積層型キャパシター。
【請求項４】
　前記導電性接続部は前記ベース樹脂の硬化温度より低い融点を有する、請求項１または
２に記載の積層型キャパシター。
【請求項５】
　前記導電性接続部の融点が３００℃以下である、請求項４に記載の積層型キャパシター
。
【請求項６】
　前記導電性樹脂層は、素材となる金属粒子が、銅、ニッケル、銀、銀がコーティングさ
れた銅、及びスズがコーティングされた銅のうち少なくとも一つであり、
　前記金属間化合物が銅－スズを含んで形成されている、請求項１に記載の積層型キャパ
シター。
【請求項７】
　前記導電性樹脂層の前記導電性接続部がＡｇ３Ｓｎを含んで形成されている、請求項１
に記載の積層型キャパシター。
【請求項８】
　前記導電性樹脂層の素材となる金属粒子のサイズが０．２～２０μｍである、請求項１
に記載の積層型キャパシター。
【請求項９】
　前記金属間化合物が複数の島（ｉｓｌａｎｄ）状に配置される、請求項１または２に記
載の積層型キャパシター。
【請求項１０】
　前記複数の島が層（ｌａｙｅｒ）状からなる、請求項９に記載の積層型キャパシター。
【請求項１１】
　前記本体は、互いに対向する第１及び第２面、前記第１及び第２面と接続され、互いに
対向する第３及び第４面、及び第１面及び第２面と接続され、第３及び第４面と接続され
、且つ互いに対向する第５及び第６面を含み、
　前記内部電極が、前記本体の第３及び第４面に交互に露出するように配置され、
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　前記第１電極層が、前記本体の第３及び第４面に、前記内部電極が露出している部分と
それぞれ電気的に接続されるように形成される、請求項１または２に記載の積層型キャパ
シター。
【請求項１２】
　前記外部電極は、前記本体の第３及び第４面にそれぞれ形成される接続部と、前記接続
部から前記本体の第１及び第２面の一部を覆う位置まで延在するように形成されるバンド
部と、を含む、請求項１１に記載の積層型キャパシター。
【請求項１３】
　前記導電性樹脂層は、前記接続部の中央部分の厚さをｔ１、コーナー部の厚さをｔ２、
バンド部の中央部分の厚さをｔ３と定義すると、ｔ２／ｔ１≧０．０５及びｔ３／ｔ１≦
０．５である、請求項１２に記載の積層型キャパシター。
【請求項１４】
　前記導電性樹脂層は、前記導電性樹脂層の素材となる金属粒子が、球状、フレーク（ｆ
ｌａｋｅ）状、及び球状とフレーク状の混合形態のうち一つである、請求項１に記載の積
層型キャパシター。
【請求項１５】
　前記金属間化合物の厚さは２．０～５．０μｍである、請求項１または２に記載の積層
型キャパシター。
【請求項１６】
　複数の誘電体層と、前記複数の誘電体層の各々を間に挟んで交互に配置される複数の第
１及び第２内部電極と、前記第１及び第２内部電極とそれぞれ接触する第1電極層と、を
含み、互いに対向する第１及び第２面、前記第１及び第２面と接続され、互いに対向する
第３及び第４面、及び第１面及び第２面と接続され、第３及び第４面と接続され、且つ互
いに対向する第５及び第６面を含んでおり、前記第１及び第２内部電極が第３及び第４面
にそれぞれ露出する本体と、
　前記第１及び第２内部電極が露出している部分に配置される金属間化合物と、
　前記本体の第３及び第４面に前記金属間化合物をカバーするようにそれぞれ配置される
第１及び第２外部電極と、を含み、
　前記第１及び第２外部電極は、
　前記本体の第３及び第４面にそれぞれ配置されており、複数の金属粒子、前記複数の金
属粒子を囲んで前記金属間化合物と接触する導電性接続部、及びベース樹脂を含む導電性
樹脂層と、
　前記導電性樹脂層上に配置され、前記導電性接続部と接触する第２電極層と、を含む、
積層型キャパシター。
【請求項１７】
　複数の誘電体層と、前記複数の誘電体層の各々を間に挟んで交互に配置される複数の第
１及び第２内部電極と、前記第１及び第２内部電極とそれぞれ接触する第1電極層と、を
含み、互いに対向する第１及び第２面、前記第１及び第２面と接続され、互いに対向する
第３及び第４面、及び第１面及び第２面と接続され、第３及び第４面と接続され、互いに
対向する第５及び第６面を含んでおり、前記第１及び第２内部電極が第３及び第４面にそ
れぞれ露出する本体と、
　前記第１及び第２内部電極の露出している部分に配置される金属間化合物と、
　前記本体の第３及び第４面に前記金属間化合物をカバーするようにそれぞれ配置される
第１及び第２外部電極と、を含み、
　前記第１及び第２外部電極は、
　前記本体の第３及び第４面にそれぞれ配置されており、低融点金属を含み、前記金属間
化合物と接触する導電性接続部、及び前記導電性接続部をカバーするベース樹脂を含む導
電性樹脂層と、
　前記導電性樹脂層上に配置され、前記導電性接続部と接触する第２電極層と、を含む、
積層型キャパシター。
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【請求項１８】
　前記金属間化合物が複数の島（ｉｓｌａｎｄ）状に配置される、請求項１６または１７
に記載の積層型キャパシター。
【請求項１９】
　前記複数の島が層（ｌａｙｅｒ）状からなる、請求項１８に記載の積層型キャパシター
。
【請求項２０】
　前記金属間化合物が前記内部電極と接触する面積に対して２０％以上形成される、請求
項１６または１７に記載の積層型キャパシター。
【請求項２１】
　前記導電性接続部は前記ベース樹脂の硬化温度より低い融点を有する、請求項１６また
は１７に記載の積層型キャパシター。
【請求項２２】
　前記導電性接続部の融点が３００℃以下である、請求項２１に記載の積層型キャパシタ
ー。
【請求項２３】
　前記第１電極層が銅を含んで形成され、
　前記導電性樹脂層は、前記導電性樹脂層の素材となる金属粒子が、銅、ニッケル、銀、
銀がコーティングされた銅、及びスズがコーティングされた銅のうち少なくとも一つであ
り、
　前記金属間化合物が銅－スズを含んで形成される、請求項１６に記載の積層型キャパシ
ター。
【請求項２４】
　前記内部電極はニッケルを含み、前記金属間化合物はニッケル－スズ（Ｎｉ－Ｓｎ）を
含んで形成される、請求項１６または１７に記載の積層型キャパシター。
【請求項２５】
　前記導電性樹脂層の素材となる金属粒子のサイズが０．２～２０μｍである、請求項１
６に記載の積層型キャパシター。
【請求項２６】
　前記導電性樹脂層は、前記導電性樹脂層の素材となる金属粒子が、球状、フレーク状、
及び球状とフレーク状の混合形態のうち一つである、請求項１６に記載の積層型キャパシ
ター。
【請求項２７】
　前記金属間化合物の厚さは２．０～５．０μｍである、請求項１６または１７に記載の
積層型キャパシター。
【請求項２８】
　誘電体層及び内部電極を含む本体を設ける段階と、
　前記内部電極の一端と電気的に接続されるように前記本体の一面に導電性金属及びガラ
スを含むペーストを塗布してから焼成して第１電極層を形成する段階と、
　前記第１電極層上に、金属粒子、熱硬化性樹脂、及び前記熱硬化性樹脂の硬化温度より
低い融点を有する低融点金属を含む導電性樹脂組成物を塗布する段階と、
　前記導電性樹脂組成物を硬化処理する際の前記硬化温度において溶融した低融点金属が
金属粒子を囲む導電性接続部となり、第１電極層と導電性接続部との間に金属間化合物が
形成されるように導電性樹脂層を形成する段階と、
　前記導電性樹脂層上に第２電極層をめっきで形成する段階と、を含む、積層型キャパシ
ターの製造方法。
【請求項２９】
　前記導電性樹脂層を形成する段階は、
　熱硬化性樹脂内に含まれる金属粒子及び低融点金属粒子の表面の酸化膜を除去する段階
と、
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　酸化膜が除去された金属粒子と酸化膜が除去された低融点金属粒子が反応して導電性接
続部を形成し、且つ前記低融点金属粒子が流動性を有しながら第１電極層の周りに流れて
第１電極層と接触する金属間化合物を形成する段階と、を含む、請求項２８に記載の積層
型キャパシターの製造方法。
【請求項３０】
　前記金属粒子は銅であり、前記低融点金属粒子はＳｎ／Ｂｉ、Ｓｎ－Ｐｂ、Ｓｎ－Ｃｕ
、Ｓｎ－Ａｇ、及びＳｎ－Ａｇ－Ｃｕのうち少なくとも一つである、請求項２９に記載の
積層型キャパシターの製造方法。
【請求項３１】
　前記金属粒子のサイズが０．２～２０μｍである、請求項２９に記載の積層型キャパシ
ターの製造方法。
【請求項３２】
　前記低融点金属の含量が全体の金属含量に対して１０～９０ｗｔ％である、請求項２９
に記載の積層型キャパシターの製造方法。
【請求項３３】
　前記低融点金属粒子はＳｎ／Ｂｉであり、Ｓｎｘ－ＢｉｙにおいてＳｎの含量（ｘ）が
全体の金属含量に対して１０ｗｔ％以上である、請求項３０に記載の積層型キャパシター
の製造方法。
【請求項３４】
　前記導電性接続部の融点が３００℃以下である、請求項２８に記載の積層型キャパシタ
ーの製造方法。
【請求項３５】
　前記第１電極層が銅を含み、
　前記導電性樹脂層は、前記金属粒子が、銅、ニッケル、銀、銀がコーティングされた銅
、及びスズがコーティングされた銅のうち少なくとも一つであり、
　前記金属間化合物が銅－スズである、請求項２８に記載の積層型キャパシターの製造方
法。
【請求項３６】
　前記導電性樹脂層を形成する段階において、前記金属間化合物を複数の島（ｉｓｌａｎ
ｄ）状に形成する、請求項２８に記載の積層型キャパシターの製造方法。
【請求項３７】
　前記複数の島（ｉｓｌａｎｄ）を層（ｌａｙｅｒ）状に形成する、請求項３６に記載の
積層型キャパシターの製造方法。
【請求項３８】
　本体上に導電性金属を含む第１電極層を形成する段階と、
　前記第１電極層上に、前記第１電極層と導電性接続部との間の金属粒子を囲む導電性接
続部及び金属間化合物を含む導電性樹脂層を形成する段階と、
　前記導電性樹脂層上に第２電極層を形成する段階と、を含む、製造方法。
【請求項３９】
　前記導電性樹脂層を形成する段階は、
　前記第１電極層上に、金属粒子、熱硬化性樹脂、及び前記熱硬化性樹脂の硬化温度より
低い融点を有する低融点金属を含む導電性樹脂組成物を塗布する段階と、
　前記導電性樹脂組成物を前記硬化温度において硬化させる段階と、を含む、請求項３８
に記載の製造方法。
【請求項４０】
　前記導電性樹脂層を形成する段階は、
　前記金属粒子及び低融点金属の表面から酸化膜を除去する段階と、
　酸化膜が除去された金属粒子と酸化膜が除去された低融点金属粒子が反応して導電性接
続部を形成し、前記低融点金属粒子が流動性を有し、第１電極層の周りに流れ込んで第１
電極層と接触する金属間化合物を形成する段階と、を含む、請求項３９に記載の製造方法
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層型キャパシター及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　積層型キャパシターは、小型でありながらも高容量が保障され、且つ実装が容易である
という利点により、通信、コンピューター、家電、自動車などの産業に用いられる重要な
チップ部品であって、特に、携帯電話、コンピューター、デジタルＴＶなどの各種電気、
電子、情報通信機器に用いられる核心受動素子である。
【０００３】
　近年、電子機器の小型化及び高性能化に伴い、積層型キャパシターも小型化及び高容量
化する傾向にあり、このような傾向に伴って、積層型キャパシターの高信頼性の確保の重
要性が高まっている。
【０００４】
　かかる積層型キャパシターの高信頼性を確保するための方法として、機械的作用力とし
て作用するまたは熱的環境で発生する引張ストレス（ｓｔｒｅｓｓ）を吸収して、引張ス
トレスによるクラック（ｃｒａｃｋ）の発生を防止するために、外部電極に導電性樹脂層
を適用する技術が開示されている。
【０００５】
　このような導電性樹脂層は、積層型キャパシターの外部電極の焼結電極層とめっき層と
を電気的及び機械的に接合させる役割を果たすとともに、回路基板への実装中に工程温度
による機械的応力及び熱的応力並びに基板の反りから積層型キャパシターを保護する役割
を果たす。
【０００６】
　但し、このような役割を果たすためには、導電性樹脂層の電気抵抗が小さくなければな
らず、電極層とめっき層との接着力に優れており、製造工程中で発生し得る外部電極の剥
離現象を防止できなければならない。
【０００７】
　しかし、従来の導電性樹脂層は電気抵抗が大きいため、導電性樹脂層を有しない製品に
比べてＥＳＲ（等価直列抵抗：Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｓｅｒｉｅｓ　Ｒｅｓｉｓｔａｎ
ｃｅ）が高いという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－０５１２２６号公報
【特許文献２】韓国公開特許第２０１５－００８６３４３号公報
【特許文献３】日本特許登録第５３９０４０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、外部電極の導電性を向上させ、電極層と導電性樹脂層との電気的及び
機械的接合力を向上させることにより、等価直列抵抗（Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｓｅｒｉ
ｅｓ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ、ＥＳＲ）を低減させることができる積層型キャパシター及
びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面は、誘電体層及び内部電極を含む本体と、上記本体の一面に配置される
外部電極と、を含み、上記外部電極は、上記本体の一面に配置され、上記内部電極と接触
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する第１電極層と、上記第１電極層上に配置され、複数の金属粒子、上記複数の金属粒子
を囲む導電性接続部、ベース樹脂、及び上記第１電極層及び上記導電性接続部と接触する
金属間化合物を含む導電性樹脂層と、上記導電性樹脂層上に配置され、上記導電性接続部
と接触する第２電極層と、を含み、前記金属間化合物は、溶融状態において前記第１電極
層との接合を形成可能な流動性を有する低融点金属粒子と他の金属粒子とから成る化合物
としての組成を有する、積層型キャパシターを提供する。
【００１１】
　本発明の他の側面は、誘電体層及び内部電極を含む本体と、上記本体の一面に配置され
る外部電極と、を含み、上記外部電極は、上記本体の一面に配置され、上記内部電極と接
触する第１電極層と、上記第１電極層上に配置され、低融点金属を含む導電性接続部、上
記第１電極層及び上記導電性接続部と接触する金属間化合物、及び上記導電性接続部及び
上記金属間化合物をカバーするベース樹脂を含む導電性樹脂層と、上記導電性樹脂層上に
配置され、上記導電性接続部と接触する第２電極層と、を含む積層型キャパシターを提供
する。
【００１２】
　本発明のさらに他の側面は、複数の誘電体層と、上記各々の誘電体層を間に挟んで交互
に配置される複数の第１及び第２内部電極と、を含み、互いに対向する第１及び第２面、
上記第１及び第２面と接続され、互いに対向する第３及び第４面、及び第１面及び第２面
と接続され、第３及び第４面と接続され、且つ互いに対向する第５及び第６面を含んでお
り、上記第１及び第２内部電極が第３及び第４面にそれぞれ露出する本体と、上記第１及
び第２内部電極の露出している部分に配置される金属間化合物と、上記本体の第３及び第
４面に上記金属間化合物をカバーするようにそれぞれ配置される第１及び第２外部電極と
、を含み、上記第１及び第２外部電極は、上記本体の第３及び第４面にそれぞれ配置され
ており、複数の金属粒子、上記複数の金属粒子を囲み、上記金属間化合物と接触する導電
性接続部、及びベース樹脂を含む導電性樹脂層と、上記導電性樹脂層上に配置され、上記
導電性接続部と接触する第２電極層と、を含む積層型キャパシターを提供する。
【００１３】
　本発明のさらに他の側面は、複数の誘電体層と、上記各々の誘電体層を間に挟んで交互
に配置される複数の第１及び第２内部電極と、を含み、互いに対向する第１及び第２面、
上記第１及び第２面と接続され、互いに対向する第３及び第４面、及び第１面及び第２面
と接続され、第３及び第４面と接続され、互いに対向する第５及び第６面を含んでおり、
上記第１及び第２内部電極が第３及び第４面にそれぞれ露出する本体と、上記第１及び第
２内部電極の露出している部分に配置される金属間化合物と、上記本体の第３及び第４面
に上記金属間化合物をカバーするようにそれぞれ配置される第１及び第２外部電極と、を
含み、上記第１及び第２外部電極は、上記本体の第３及び第４面にそれぞれ配置されてお
り、低融点金属を含み、上記金属間化合物と接触する導電性接続部、及び上記導電性接続
部をカバーするベース樹脂を含む導電性樹脂層と、上記導電性樹脂層上に配置され、上記
導電性接続部と接触する第２電極層と、を含む積層型キャパシターを提供する。
【００１４】
　本発明のさらに他の側面は、誘電体層及び内部電極を含む本体を設ける段階と、上記内
部電極の一端と電気的に接続されるように上記本体の一面に導電性金属及びガラスを含む
ペーストを塗布してから焼成して第１電極層を形成する段階と、上記第１電極層上に、金
属粒子、熱硬化性樹脂、及び上記熱硬化性樹脂の硬化温度より低い融点を有する低融点金
属を含む導電性樹脂組成物を塗布する段階と、上記導電性樹脂組成物を硬化して溶融され
た低融点金属が金属粒子を囲む導電性接続部となり、第１電極層と導電性接続部との間に
金属間化合物が形成されるように導電性樹脂層を形成する段階と、上記導電性樹脂層上に
第２電極層をめっきで形成する段階と、を含む積層型キャパシターの製造方法を提供する
。
【００１５】
　本発明の一実施例において、上記導電性樹脂層を形成する段階は、熱硬化性樹脂内に含
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まれる金属粒子及び低融点金属粒子の表面の酸化膜を除去する段階と、酸化膜が除去され
た金属粒子と酸化膜が除去された低融点金属粒子が反応して導電性接続部を形成し、且つ
上記低融点金属粒子が流動性を有しながら第１電極層の周りに流れて第１電極層と接触す
る金属間化合物を形成する段階と、を含むことができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の一実施形態によると、第１電極層上に配置される外部電極の導電性樹脂層が、
導電性接続部と、上記第１電極層及び上記導電性接続部と接触する金属間化合物と、を含
み、上記導電性接続部が上記複数の金属粒子及び上記第２電極層と接触することで、積層
型キャパシターのＥＳＲを低減させることができ、曲げ強度を向上させることができると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態による積層型キャパシターを概略的に示した斜視図である。
【図２】図１のＩ－Ｉ'線の断面図である。
【図３】本発明の他の実施形態による積層型キャパシターを概略的に示した断面図である
。
【図４】図２のＢ領域を拡大して示した断面図である。
【図５】金属粒子がフレーク状からなる場合の図２のＢ領域の断面図である。
【図６】金属粒子が球状とフレーク状の混合形態からなる場合の図２のＢ領域の断面図で
ある。
【図７】エポキシに銅粒子及びスズ－ビスマス粒子が分散したことを示した状態図である
。
【図８】酸化膜除去剤または熱によって銅粒子の酸化膜が除去されることを示した状態図
である。
【図９】酸化膜除去剤または熱によってスズ／ビスマス粒子の酸化膜が除去されることを
示した状態図である。
【図１０】スズ／ビスマス粒子が溶けて流動性を有することを示した状態図である。
【図１１】銅粒子とスズ／ビスマス粒子が反応して金属間化合物を形成することを示した
状態図である。
【図１２】導電性樹脂層の形成時に銅粒子が大きい場合のスズ／ビスマス溶液の流れを示
した状態図である。
【図１３】導電性樹脂層の形成時に銅粒子が小さい場合のスズ／ビスマス溶液の流れを示
した状態図である。
【図１４】本発明のさらに他の実施形態による積層型キャパシターを概略的に示した断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下では、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。しかし
、本発明の実施形態は様々な他の形態に変形されることができ、本発明の範囲は以下で説
明する実施形態に限定されない。また、本発明の実施形態は、当該技術分野で平均的な知
識を有する者に本発明をより完全に説明するために提供されるものである。したがって、
図面における要素の形状及び大きさなどはより明確な説明のために拡大縮小表示（または
強調表示や簡略化表示）がされることがある。
【００１９】
　なお、各実施形態の図面に示された同一思想の範囲内において機能が同一である構成要
素に対しては同一の参照符号を用いて説明する。
【００２０】
　さらに、明細書全体において、ある構成要素を「含む」というのは、特に異なる趣旨の
説明がされていない限り、他の構成要素を除外する趣旨ではなく、他の構成要素をさらに
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含むことができるということを意味する。
【００２１】
　また、明細書全体において、「上に」形成されるというのは、直接接触して形成される
ことのみならず、その間に他の構成要素をさらに含むことができるということを意味する
。
【００２２】
　なお、本発明を明確に説明すべく、図面において説明と関係ない部分は省略し、様々な
層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示し、同一思想の範囲内において機能
が同一である構成要素に対しては同一の参照符号を用いて説明する。
【００２３】
　積層型キャパシター
　図１は本発明の一実施形態による積層型キャパシターを示した斜視図であり、図２は、
図１に示すキャパシター素子構造をＩ－Ｉ'線に沿って切断して見た場合の断面図である
。
【００２４】
　図１及び図２を参照すると、本発明の一実施形態による積層型キャパシター１００は、
本体１１０と、第１外部電極１３０及び第２外部電極１４０と、を含む。
【００２５】
　本体１１０は、キャパシターの静電容量の形成に寄与する部分としての活性領域と、活
性領域の上下部にそれぞれ形成される上下マージン部としての上部カバー１１２及び下部
カバー１１３と、を含むことができる。
【００２６】
　本発明の一実施形態において、本体１１０の形状は特に制限されないが、実質的に六面
体形状であってもよい。
【００２７】
　すなわち、本体１１０は、内部電極の配置による厚さの差、及び角部の研磨により、完
全な六面体形状ではないが、実質的に六面体に近い形状を有することができる。
【００２８】
　本発明の実施形態を明確に説明するために六面体の方向を定義すると、図面上に表示さ
れたＬ、Ｗ、及びＴはそれぞれ、六面体形状を有する積層型キャパシター１００の長さ方
向、幅方向、及び厚さ方向を示す。ここで、厚さ方向は、誘電体層が積層された積層方向
と同一の概念として用いられることができる。
【００２９】
　また、本体１１０において、Ｔ方向に互いに対向する両面を第１及び第２面１、２と定
義し、第１及び第２面１、２と接続され、Ｌ方向に互いに対向する両面を第３及び第４面
３、４と定義し、第１及び第２面１、２と接続され、第３及び第４面３、４と接続され、
且つＷ方向に互いに対向する両面を第５及び第６面５、６と定義する。この際、第１面１
は、積層型キャパシター１００を回路基板上に実装する際の実装面となり得る。
【００３０】
　上記活性領域は、複数の誘電体層１１１と、各々の誘電体層１１１を間に挟んで複数の
第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２と、が交互に積層される積層構造部分である
。
【００３１】
　誘電体層１１１は、高誘電率を有するセラミック粉末、例えば、チタン酸バリウム（Ｂ
ａＴｉＯ３）系またはチタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）系粉末を含むことができ
るが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００３２】
　この際、誘電体層１１１の厚さは、積層型キャパシター１００の容量設計に応じて任意
に変更することができ、本体１１０のサイズ及び容量を考慮して、焼成後の一層の厚さが
０．１～１０μｍとなるように構成することができるが、本発明はこれに限定されるもの
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ではない。
【００３３】
　第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２は各々の誘電体層１１１を間に挟んで互い
に対向するように配置されることができる。
【００３４】
　第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２は、互いに異なる極性を有する一対の電極
であって、導電性金属を含む導電性ペーストを誘電体層１１１上に所定の厚さに印刷する
ことで、誘電体層１１１を間に挟んで誘電体層１１１の積層方向に沿って本体１１０の第
３及び第４面３、４に交互に露出するように形成されることができ、第１内部電極１２１
及び第２内部電極１２２の間に配置された誘電体層１１１によって互いに電気的に絶縁さ
れることができる。
【００３５】
　このような第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２は、本体１１０の第３及び第４
面３、４に交互に露出している部分を介して、第１外部電極１３０及び第２外部電極１４
０とそれぞれ電気的に接続されることができる。
【００３６】
　したがって、第１外部電極１３０及び第２外部電極１４０に電圧が印加されると、互い
に対向する第１内部電極１２１と第２内部電極１２２との間に電荷が蓄積される。この際
、積層型キャパシター１００の静電容量は、第１内部電極１２１と第２内部電極１２２と
が互いに重なり合う重複領域の面積に比例する。
【００３７】
　このような第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２の厚さは、用途に応じて決定す
ることができ、例えば、本体１１０のサイズ及び容量を考慮して、０．２～１．０μｍの
範囲内となるように決定することができるが、本発明における内部電極１２１、１２２の
厚さは、このような寸法に限定されるものではない。
【００３８】
　また、第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２に含まれる導電性金属は、ニッケル
（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、またはこれらの合金であることができるが
、本発明における内部電極１２１、１２２の形成材料はこれらに限定されるものではない
。
【００３９】
　上部カバー１１２及び下部カバー１１３は、内部電極を含まないことを除き、上記活性
領域の誘電体層１１１と同一の材質及び構成を有することができる。
【００４０】
　すなわち、上部カバー１１２及び下部カバー１１３は、単一誘電体層または２つ以上の
誘電体層を上記活性領域の上面及び下面にそれぞれＴ方向に積層して形成されたものと見
なすことができる。上部カバー１１２及び下部カバー１１３は、基本的に、物理的または
化学的ストレスによる第１内部電極１２１及び第２内部電極１２２の損傷を防止する役割
を果たすことができる。
【００４１】
　第１外部電極１３０及び第２外部電極１４０は、第１電極層１３１、１４１と、第１電
極層１３１、１４１上に配置される導電性樹脂層１３２、１４２と、導電性樹脂層１３２
、１４２上に配置される第２電極層１３３、１３４、１４３、１４４と、をそれぞれ含む
ことができる。
【００４２】
　第１電極層１３１、１４１は、本体１１０の第３及び第４面３、４に露出している第１
内部電極１２１及び第２内部電極１２２とそれぞれ接触して直接に接続されることで、第
１外部電極１３０と第１内部電極１２１との間の電気的導通及び第２外部電極１４０と第
２内部電極１２２との間の電気的導通を確保する。
【００４３】
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　このような第１電極層１３１、１４１は金属成分を含むことができ、上記金属成分は、
ニッケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、金（Ａｕ）、またはこれらの合金
であってもよいが、本発明がこれらに限定されるものではない。
【００４４】
　第１電極層１３１、１４１は、上記金属を含むペーストの焼成によって形成される焼成
型電極であってもよい。
【００４５】
　この際、第１電極層１３１、１４１は、本体１１０の第３及び第４面３、４から本体１
１０の第１及び第２面１、２の一部を覆う位置までそれぞれ延在するように形成されるこ
とができる。
【００４６】
　また、第１電極層１３１、１４１は、本体１１０の第３及び第４面３、４から本体の第
５及び第６面５、６の一部を覆う位置までそれぞれ延在するように形成されることができ
る。
【００４７】
　一方、他の実施形態として図３に示されたように、積層型キャパシター１００'の第１
外部電極１３０'及び第２外部電極１４０'は、第１電極層１３１'、１４１'が本体１１０
の第１及び第２面１、２を部分的に覆う範囲までは延在せず、第３及び第４面３、４のみ
を覆うようにそれぞれ形成されることができる。この場合、積層型キャパシター１００'
の曲げ強度及びＥＳＲをさらに向上させることができる。
【００４８】
　図４は図２のＢ領域を拡大して示した断面図である。
【００４９】
　上記Ｂ領域は、第１外部電極１３０の一部を拡大して示すものであるが、第１外部電極
１３０は第１内部電極１２１と電気的に接続され、第２外部電極１３０は第２内部電極１
２２と接続される点において相違するだけで、第１外部電極１３０及び第２外部電極１４
０の構成は類似する。以下、第１外部電極１３０を基準として説明するが、これは第２外
部電極１４０についての説明を含むと見なす。
【００５０】
　図４に示されたように、第１外部電極１３０の導電性樹脂層１３２は、複数の金属粒子
１３２ａと、導電性接続部１３２ｂと、ベース樹脂１３２ｃと、金属間化合物１３２ｄと
、を含む。
【００５１】
　このような導電性樹脂層１３２は、第１電極層１３１と第２電極層１３３を電気的及び
機械的に接合させる役割を果たす。また、積層型キャパシターを基板に実装する際に、機
械的作用力として加わるまたは熱的環境で発生する引張ストレス（ｓｔｒｅｓｓ）を吸収
することでクラックの発生を防止するとともに、基板の曲げ方向に加わる物理的衝撃から
積層型キャパシターを保護する役割も果たすことができる。
【００５２】
　この際、導電性樹脂層１３２は、第１電極層１３１上のベース樹脂１３２ｃに複数の金
属粒子１３２ａが分散したペーストを塗布し、乾燥及び硬化工程を経て形成することがで
きる。
【００５３】
　したがって、焼成により外部電極を形成する従来の方法とは異なって、金属粒子が完全
に溶融しないため、ベース樹脂１３２ｃ内にランダムな分布状態で分散した形態で存在し
て導電性樹脂層１３２内に含まれることができる。
【００５４】
　一方、金属粒子１３２ａは、導電性接続部１３２ｂ及び金属間化合物１３２ｄを成す低
融点金属とすべて反応する場合、導電性樹脂層１３２内に存在しなくてもよい。
【００５５】
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　但し、後述する本実施形態では、説明の便宜のために、導電性樹脂層１３２内に金属粒
子１３２ａが含まれるように示して説明する。
【００５６】
　この際、金属粒子１３２ａは、ニッケル（Ｎｉ）、銀（Ａｇ）、銀がコーティングされ
た銅（Ｃｕ）、スズ（Ｓｎ）がコーティングされた銅、及び銅のうち少なくとも一つ以上
を含むことができる。
【００５７】
　また、金属粒子１３２ａのサイズは０．２～２０μｍであることができる。
【００５８】
　一方、導電性樹脂層１３２に含まれる金属粒子は、球状だけでなく、図５に示されたよ
うに、必要に応じて、フレーク（ｆｌａｋｅ）状の金属粒子１３２ａ'のみからなっても
よく、図６に示されたように、球状の金属粒子１３２ａとフレーク状の金属粒子１３２ａ
'の混合形態からなってもよい。
【００５９】
　導電性接続部１３２ｂは、金属が溶融した状態で複数の金属粒子１３２ａを囲んで互い
に接続する役割を果たす。これにより、本体１１０の内部の応力を最小化し、高温負荷と
耐湿負荷特性を向上させることができる。
【００６０】
　このような導電性接続部１３２ｂは、導電性樹脂層１３２の電気伝導度を増加させて導
電性樹脂層の抵抗を減らす役割を果たすことができる。
【００６１】
　この際、導電性樹脂層１３２に金属粒子１３２ａが含まれる場合、導電性接続部１３２
ｂは、金属粒子１３２ａ同士の接続性を高めて導電性樹脂層の抵抗をさらに減少させる役
割を果たすことができる。
【００６２】
　また、導電性接続部１３２ｂに含まれる低融点金属は、ベース樹脂１３２ｃの硬化温度
より低い融点を有することができる。
【００６３】
　この際、導電性接続部１３２ｂに含まれる低融点金属は、３００℃以下の融点を有する
ことが好ましい。
【００６４】
　具体的には、導電性接続部１３２ｂに含まれる金属は、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、イ
ンジウム（Ｉｎ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、及びビスマス（Ｂｉ）のうち選択された二
つ以上の合金からなることができる。
【００６５】
　この際、導電性樹脂層１３２に金属粒子１３２ａが含まれる場合、導電性接続部１３２
ｂは、溶融状態で複数の金属粒子１３２ａを囲むことで互いに接続する役割を果たすこと
ができる。
【００６６】
　すなわち、導電性接続部１３２ｂに含まれた低融点金属がベース樹脂１３２ｃの硬化温
度よりも低い融点を有するため、乾燥工程及び硬化工程を経る過程で溶融し、図４に示さ
れたように導電性接続部１３２ｂが溶融した状態で金属粒子１３２ａをカバーすることが
できる。
【００６７】
　導電性樹脂層１３２は、低融点半田樹脂ペーストを製作した後、ディッピングして形成
するが、低融点半田樹脂ペーストの製作時に、金属粒子１３２ａとして銀または銀がコー
ティングされた金属を適用する場合、導電性接続部１３２ｂがＡｇ３Ｓｎを含むことがで
きる。
【００６８】
　この際、第１電極層１３１はＣｕを含んでもよく、金属間化合物１３２ｄはＣｕ－Ｓｎ
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を含んでもよい。
【００６９】
　金属粒子が分酸したペーストを電極物質として用いる場合、金属－金属の接触である場
合は電子の流れが円滑な流れを示すが、ベース樹脂が金属粒子を囲む場合は電子の流れが
急激に減少する可能性がある。
【００７０】
　このような問題を解決するために、ベース樹脂の量を極端に減らし、金属の量を増やす
ことで金属粒子間の接触率を高くすることにより導電性を改善させることができるが、逆
に樹脂の量が減少して外部電極の固着強度が低下するという問題が発生するおそれがある
。
【００７１】
　一方、本実施形態では、熱硬化性樹脂の量を極端に減らさなくても、導電性接続部によ
り金属粒子間の接触率を高く維持することができるため、外部電極の固着強度が低下する
ことなく、導電性樹脂層内の電気伝導度を向上させることができる。これにより、積層型
キャパシターのＥＳＲを低減させることもできる。
【００７２】
　金属間化合物１３２ｄは、第１電極層１３１上に配置され、導電性接続部１３２ｂと接
触して、第１電極層１３１と導電性接続部１３２ｂを接続する役割を果たす。
【００７３】
　これにより、導電性樹脂層１３２と第１電極層１３１の電気的及び機械的接合を向上さ
せて、導電性樹脂層１３２と第１電極層１３１との間の接触抵抗を低減させる役割を果た
す。
【００７４】
　また、金属間化合物１３２ｄの厚さは２．０～５．０μｍであってもよい。金属間化合
物１３２ｄの厚さが２．０μｍ未満であるか、または５．０μｍを超えると、鉛耐熱テス
ト時のＥＳＲ変化率が１０％以上発生する可能性がある。
【００７５】
　この際、第１電極層１３１が銅からなる場合、金属間化合物１３２ｄは銅－スズ（Ｃｕ
－Ｓｎ）からなることができる。
【００７６】
　このような金属間化合物１３２ｄは、第１電極層１３１上に複数の島（ｉｓｌａｎｄ）
状に配置されることができる。また、上記複数の島は層（ｌａｙｅｒ）状からなることが
できる。
【００７７】
　ベース樹脂１３２ｃは電気絶縁性を有する熱硬化性樹脂を含むことができる。
【００７８】
　この際、上記熱硬化性樹脂は、例えば、エポキシ樹脂であってもよいが、本発明はこれ
に限定されるものではない。
【００７９】
　ベース樹脂１３２ｃは、第１電極層１３１と第２電極層１３３の間を機械的に接合させ
る役割を果たす。
【００８０】
　本実施形態において、導電性樹脂層１３２は、本体１１０の第３面３に形成される接続
部と、上記接続部から本体１１０の第１及び第２面１、２の一部を覆う位置まで延在する
バンド部と、を含むことができる。
【００８１】
　図２のＡに示されたように、導電性樹脂層１３２において、接続部の中央部分の厚さを
ｔ１、コーナー部の厚さをｔ２、バンド部の中央部分の厚さをｔ３と定義すると、ｔ２／
ｔ１≧０．０５及びｔ３／ｔ１≦０．５であることができる。
【００８２】
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　上記ｔ２／ｔ１が０．０５未満である場合、キャパシター本体の角部においてクラック
が発生する可能性が高くなり、ショート不良及び耐湿不良などが発生する可能性がある。
【００８３】
　また、上記ｔ３／ｔ１が０．５を超えると、外部電極のバンド部が丸すぎる形状を有す
るようになって、基板への実装時にジグを用いることが困難となり、積層型キャパシター
を基板に実装した後に倒れるという現象が発生することがあるため積層型キャパシターの
実装不良率が増加する可能性がある。なお、外部電極の厚さが増加して積層型キャパシタ
ーの単位キャパシタンスが減少するおそれもある。
【００８４】
　上記第２電極層はめっき層であることができる。
【００８５】
　この際、上記第２電極層は、例えば、ニッケルめっき層１３３とスズめっき層１３４と
が順に積層された構造であることができる。ニッケルめっき層１３３は、導電性樹脂層１
３２の導電性接続部１３２ｂ及びベース樹脂１３２ｃと接触する。
【００８６】
　導電性樹脂層の形成メカニズム
　図７はエポキシに銅粒子及びスズ－ビスマス粒子が分散したことを示した状態図であり
、図８は酸化膜除去剤または熱によって銅粒子の酸化膜が除去されることを示した状態図
であり、図９は酸化膜除去剤または熱によってスズ／ビスマス粒子の酸化膜が除去される
ことを示した状態図であり、図１０はスズ／ビスマス粒子が溶けて流動性を有することを
示した状態図であり、図１１は銅粒子とスズ／ビスマス粒子が反応して金属間化合物を形
成することを示した状態図である。
【００８７】
　以下、図７～図１１を参照して、導電性樹脂層１３２を形成するメカニズムを説明する
。
【００８８】
　図７～図９を参照すると、ベース樹脂１３２ｃ内に含まれる銅粒子３１０と低融点金属
粒子であるスズ／ビスマス（Ｓｎ／Ｂｉ）粒子４１０においては、その表面にそれぞれ酸
化膜３１１、４１１が存在する。また、第１電極層１３１の表面にも酸化膜１３１ａが存
在する。
【００８９】
　酸化膜３１１、４１１は、銅粒子３１０とスズ／ビスマス粒子４１０が互いに反応して
、銅－スズ層を形成することを妨害する。この酸化膜３１１、４１１は、硬化時にエポキ
シに含まれた酸化膜除去剤または熱（△Ｔ）によって除去されるか、または必要に応じて
酸溶液で処理することで除去されることができる。この際、第１電極層１３１の酸化膜１
３１ａもともに除去されることができる。
【００９０】
　上記酸化膜除去剤としては、酸、塩基、ハロゲン化水素などを用いることができるが、
本発明はこれらに限定されるものではない。
【００９１】
　図１０を参照すると、酸化膜４１１が除去されたスズ／ビスマス粒子４１０は、約１４
０℃で溶け始め、溶けたスズ／ビスマス粒子４１２が流動性を有しながら、酸化膜３１１
が除去された銅粒子３１０に向かって移動し、一定の温度で銅粒子３１０と互いに反応す
ることで導電性接続部１３２ｂを成し、第１電極層１３１側に移動して、図１１に示され
たように、銅－スズ層である金属間化合物１３２ｄを形成する。
【００９２】
　このように形成された金属間化合物１３２ｄは、導電性樹脂層１３２の銅－スズからな
る導電性接続部１３２ｂと接続されて、第１電極層１３１と導電性樹脂層１３２との間の
接触抵抗を減少させることができる。
【００９３】
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　ここで、図１１に示された銅粒子１３２ａは、上記のような反応後の導電性接続部１３
２ｂ内に存在する銅粒子を示す。
【００９４】
　この際、スズ／ビスマス粒子４１２には表面酸化が起こりやすく、この場合、金属間化
合物１３２ｄの形成を妨害し得る。
【００９５】
　したがって、このような表面酸化を防止するために、カーボン含量が０．５～１．０％
となるようにスズ／ビスマス粒子４１２を表面処理することができる。
【００９６】
　一方、本実施形態では、低融点金属粒子としてＳｎ／Ｂｉ（スズ／ビスマス粒子）を用
いているが、その他に、Ｓｎ－Ｐｂ、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕなどを
適用することができる。
【００９７】
　この際、銅粒子３１０とスズ／ビスマス粒子４１０のサイズ、含量、及び組成などによ
り第１電極層１３１上の金属間化合物１３２ｄの配置が決定される。
【００９８】
　一方、金属間化合物１３２ｄを形成するための銅粒子３１０のサイズは０．２～２０μ
ｍであることができる。
【００９９】
　金属間化合物を形成するためには、一定の温度で溶けて溶液した状態で存在するスズ／
ビスマス粒子が銅粒子の周辺に流れなければならないが、図１２に示されたように、銅粒
子のサイズが２０μｍを超えると、第１電極層１３１と銅粒子との間の間隔が広すぎて、
スズ／ビスマス溶液が第１電極層１３１と銅粒子との間に容易に移動することができず、
金属間化合物の形成を妨害し得る。
【０１００】
　反対に、図１３に示されたように、銅粒子のサイズが２０μｍ以下であると、銅粒子の
間の距離が減少し、このように減少した領域で発生する毛細管力によってスズ／ビスマス
溶液が第１電極層１３１の表面へより容易に移動することができるため、金属間化合物の
形成が容易となる。
【０１０１】
　但し、銅粒子のサイズが０．２μｍ未満であると、銅粒子の表面で酸化が発生して、却
って金属間化合物の形成を妨害し得る。
【０１０２】
　また、このメカニズムにおいて、スズ－ビスマス粒子の融点及び金属間化合物の形成温
度は、ベース樹脂であるエポキシ樹脂の硬化温度より低くなければならない。
【０１０３】
　もし、スズ－ビスマス粒子の融点及び金属間化合物の形成温度がエポキシ樹脂の硬化温
度より高いと、ベース樹脂が先に硬化して、溶けたスズ－ビスマス粒子が銅粒子の表面に
移動できないため、金属間化合物である銅－スズ層の形成ができなくなる。
【０１０４】
　また、金属間化合物を形成するための全体の金属粒子に対するスズ／ビスマス粒子の含
量は１０～９０ｗｔ％であることができる。
【０１０５】
　全体の金属粒子に対するスズ／ビスマス粒子の含量が１０ｗｔ％未満であると、導電性
樹脂層において銅粒子と反応して形成される金属間化合物のサイズが過度に増加するため
、第１電極層上に導電性接続部を配置することが困難である。
【０１０６】
　また、全体の金属粒子に対するスズ／ビスマス粒子の含量が９０ｗｔ％を超えると、ス
ズ／ビスマス同士が互いに反応して、金属間化合物は形成されず、スズ／ビスマスの粒子
サイズのみが大きくなるという問題がある。
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【０１０７】
　なお、スズ／ビスマス粒子中のスズの含量を調節する必要がある。本実施形態において
、銅粒子と反応して金属間化合物を形成する成分はスズであるため、このような反応性を
ある程度以上に確保するために、Ｓｎｘ－Ｂｉｙ中のＳｎの含量（ｘ）は、全体の金属粒
子に対して１０ｗｔ％以上であることが好ましい。スズの含量（ｘ）が全体の金属粒子に
対して１０ｗｔ％未満であると、製造された積層型キャパシターのＥＳＲが増加し得る。
【０１０８】
　外部電極に導電性樹脂層が適用される積層型キャパシターにおいて、ＥＳＲは、外部電
極に適用される様々な抵抗の影響を受ける。
【０１０９】
　このような抵抗成分としては、第１電極層の抵抗、導電性樹脂層と第１電極層との間の
接触抵抗、導電性樹脂層の抵抗、第２電極層と導電性樹脂層との間の接触抵抗、及び第２
電極層の抵抗が挙げられる。
【０１１０】
　ここで、第１電極層の抵抗と第２電極層の抵抗は固定値であり変動しない。
【０１１１】
　比較例１は、単純に外部電極に導電性樹脂層が適用された従来の積層型キャパシターで
あり、複数の金属粒子の間及び金属粒子と第１電極層との間がベース樹脂により分離され
ているため、導電性樹脂層と第１電極層との間の接触抵抗及び第２電極層と導電性樹脂層
との間の接触抵抗が大きく、積層型キャパシターのＥＳＲが２８．５ＭΩと大きい値を示
す。
【０１１２】
　比較例２は、低融点金属を用いて複数の金属粒子が互いに接続されるように構成した外
部電極構造を有する積層型キャパシターである。
【０１１３】
　この場合、金属粒子間の接続が増加して、導電性樹脂層の伝導度が上昇し、導電性樹脂
層の抵抗が減少して、積層型キャパシターのＥＳＲが２６．１ＭΩと、比較例１に比べて
やや減少した。しかし、第１電極層と導電性接続部はベース樹脂により互いに分離された
状態であって、電気の流れがトンネリング（ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ）方式で流れるためＥＳ
Ｒの減少幅が比較例１に比べて大きくない。
【０１１４】
　本発明の実施例は、上記の条件で、銅粒子、スズ／ビスマス粒子、酸化膜除去剤、及び
４～１５ｗｔ％のエポキシ樹脂を混合し、３ロールミル（３－ｒｏｌｌ－ｍｉｌｌ）を用
いて分散させることで導電性樹脂を製作し、これを第１電極層上に塗布して外部電極を形
成したものである。
【０１１５】
　本実施例によると、外部電極の導電性樹脂層の金属間化合物が第１電極層上に配置され
、ベース樹脂内には金属間化合物と接触するように導電性接続部が形成されて電流チャン
ネル（ｃｈａｎｎｅｌ）を形成し、導電性接続部は溶融状態で複数の金属粒子を囲んで第
２電極層と接触するように構成されることで、導電性樹脂層の抵抗を減少させるとともに
、導電性樹脂層と第１電極層との間の接触抵抗、及び第２電極層と導電性樹脂層との間の
接触抵抗をさらに減少させるため、積層型キャパシターのＥＳＲが１８．５ＭΩと著しく
低くなる。
【０１１６】
　また、上記導電性接続部を高い伝導度の低融点金属で形成すると、導電性樹脂層の伝導
度をさらに向上させて、導電性樹脂層の抵抗をさらに減少させることができるため、積層
型キャパシターのＥＳＲをさらに低くすることができる。
【０１１７】
　すなわち、本実施例において、導電性接続部に低融点金属を適用することで導電性樹脂
層の伝導度を向上させることにより、導電性樹脂層の抵抗を減少させることができる。ま
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た、導電性樹脂層と第１電極層との間に金属間化合物を形成して導電性樹脂層と第１電極
層を互いに接続させることで導電性樹脂層と第１電極層との間の接触抵抗を減らすことに
より、積層型キャパシターのＥＳＲを大きく減らすことができる。
【０１１８】
　なお、本実施形態では、導電性接続部によって導電性樹脂層の接合力及び接続性が増加
して、曲げ強度を向上させることができる。
【０１１９】
　下記表１は曲げ深さによるチップの不良率を示すものである。表１に示したように、曲
げ強度を測定するために、先ず、中央にチップが実装された基板の両端を固定させ、チッ
プ（ｔｉｐ）を用いて基板の中央部を１ｍｍ／ｓｅｃの速度で押した。
【０１２０】
　用いられたチップは、曲げ強度への影響を容易に比較するために、１６０８サイズを用
いた。
【０１２１】
　この際、各サンプルごとに１０個の試料を測定して不良率（％）で示した。
【０１２２】
　そして、加圧速度を１ｍｍ／ｓｅｃずつ増加させ、各区間で５秒間維持する方式でチッ
プのキャパシタンスの変化量（△Ｃ）を測定した。この際、チップが曲がる前の容量値（
初期値）と比較して△Ｃが１２．５％以上のものを不良と判定した。
【０１２３】
　下記表１を参照すると、本実施例では、曲げ深さが１０ｍｍの場合にも不良が発生しな
かった。
【０１２４】
【表１】

【０１２５】
　変形例
　図１、図２及び図１４を参照すると、本発明のさらに他の実施形態による積層型キャパ
シターは、本体１１０と、金属間化合物１５０と、第１外部電極１３０及び第２外部電極
１４０と、を含む。
【０１２６】
　ここで、上述の一実施形態と類似した構造については、重複を避けるために、これに対
する具体的な説明を省略し、上述の実施形態と異なる構造を有する金属間化合物１５０の
配置構造を示してこれについて具体的に説明する。
【０１２７】
　本体１１０は、複数の誘電体層１１１と、各々の誘電体層１１１を間に挟んで本体１１
０の第３及び第４面３、４に交互に露出するように配置される第１内部電極１２１及び第
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２内部電極１２２と、を含む。
【０１２８】
　金属間化合物１５０は、本体１１０の第３及び第４面３、４において、第１内部電極１
２１及び第２内部電極１２２が露出している部分と接触するように配置される。
【０１２９】
　このような金属間化合物１５０は、必要に応じて、複数の島（ｉｓｌａｎｄ）状に配置
されることができ、また、上記複数の島は層状からなることができる。
【０１３０】
　第１外部電極１３０及び第２外部電極１４０は、本体１１０の第３及び第４面３、４に
金属間化合物１５０をカバーするようにそれぞれ配置される。
【０１３１】
　以下、第１外部電極１３０を基準として説明するが、これは第２外部電極１４０につい
ての説明を含むと見なす。
【０１３２】
　第１外部電極１３０は、本体１１０の第３面３に金属間化合物１５０をカバーするよう
に配置されており、導電性接続部１３２ｂ及びベース樹脂１３２ｃを含む導電性樹脂層１
３２'と、導電性樹脂層１３２'上に配置され、導電性樹脂層１３２'の導電性接続部１３
２ｂと接触する第２電極層１３３、１３４と、を含む。
【０１３３】
　この際、導電性接続部１３２ｂは、金属間化合物１５０と接触し、溶融された状態で複
数の金属粒子１３２ａを囲んで互いに接続させる。
【０１３４】
　このような構造によると、第１外部電極１３０に第１電極層がないため、チップが曲が
る際に発生する第１電極層の曲げストレスを解消することができ、金属間化合物１５０に
よって第１外部電極１３０との接合力が増加するため、外部電極に第１電極層が含まれる
実施形態に比べて積層型キャパシターの曲げ強度をさらに向上させることができる。
【０１３５】
　また、金属間化合物１５０によって第１内部電極１２１と導電性樹脂層１３２'との間
の電気的接続性が向上し、これにより、接触抵抗が減少するため、積層型キャパシターの
ＥＳＲをさらに減らすことができる。
【０１３６】
　本実施形態では、内部電極と導電性樹脂層との間に第１電極層が存在しない。これによ
り、内部電極がＮｉを含む場合、金属間化合物は、内部電極のＮｉと導電性樹脂層の低融
点半田が互いに反応してＮｉ－Ｓｎを含むことができる。
【０１３７】
　この際、導電性接続部１３２ｂに含まれる金属は、ベース樹脂１３２ｃの硬化温度より
低い融点を有することができる。
【０１３８】
　また、導電性接続部１３２ｂに含まれる金属は、３００℃以下の低融点金属であること
が好ましい。
【０１３９】
　金属間化合物１５０は、内部電極１２１と接触する面積に対して２０％以上形成される
ことができる。内部電極１２１と接触する面積に対する金属間化合物１５０の形成面積が
２０％未満である場合、ＥＳＲが２８．５ｍΩを超えてＥＳＲの低減効果が十分に実現さ
れない可能性がある。
【０１４０】
　本実施形態において、積層型キャパシターのＥＳＲのｐａｓｓ／ｆａｉｌ（合格／不良
）は２８．５ｍΩを基準とする。上記数値は、金属間化合物を適用せずにＣｕ－Ｅｐｏｘ
ｙで導電性樹脂層を形成した場合のＥＳＲの平均値である。この際、内部電極１２１と接
触する面積に対する金属間化合物１５０の形成面積が５０％以上である場合、ＥＳＲの低
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減効果が大きく向上することができる。
【０１４１】
　また、金属間化合物１５０の厚さは２．０～５．０μｍであることができる。金属間化
合物１５０の厚さが２．０μｍ未満であるか、または５．０μｍを超えると、鉛耐熱テス
ト時のＥＳＲ変化率が１０％以上発生する可能性がある。
【０１４２】
　一方、金属間化合物１５０は、第１電極層１３１上に複数の島（ｉｓｌａｎｄ）状に配
置されることができる。また、上記複数の島は層（ｌａｙｅｒ）状からなることができる
。
【０１４３】
　積層型キャパシターの製造方法
　以下、本発明の一実施形態による積層型キャパシターの製造方法について具体的に説明
するが、本発明がこれに制限されるものではなく、本実施形態による積層型キャパシター
の製造方法についての説明のうち上述の積層型キャパシターと重複する説明は省略する。
【０１４４】
　本実施形態による積層型キャパシターの製造方法は、先ず、チタン酸バリウム（ＢａＴ
ｉＯ３）などの粉末を含んで形成したスラリーをキャリアフィルム（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆ
ｉｌｍ）上に塗布及び乾燥して複数個のセラミックグリーンシートを設ける。これにより
、誘電体層及びカバーを形成することができる。
【０１４５】
　上記セラミックグリーンシートは、セラミック粉末、バインダー、及び溶剤などを混合
してスラリーを製造し、上記スラリーをドクターブレード法などで数μｍの厚さを有する
シート（ｓｈｅｅｔ）状に製作したものである。
【０１４６】
　次に、上記グリーンシート上にニッケル粉末などの導電性金属を含む内部電極用導電性
ペーストをスクリーン印刷工法などで塗布して内部電極を形成する。
【０１４７】
　その後、内部電極が印刷されたグリーンシートを複数層積層し、積層体の上下面に内部
電極が印刷されていないグリーンシートを複数層積層してから焼成することで本体を設け
ることができる。
【０１４８】
　上記本体は、誘電体層、内部電極、及びカバーを含む。ここで、誘電体層は内部電極が
印刷されたグリーンシートを焼成して形成されるもので、上記カバーは内部電極が印刷さ
れていないグリーンシートを焼成して形成されるものである。上記内部電極は、互いに異
なる極性を有する第１内部電極及び第２内部電極で形成されることができる。
【０１４９】
　続いて、上記第１内部電極及び第２内部電極とそれぞれ電気的に接続されるように、上
記本体の第３及び第４面に第１電極層をそれぞれ形成する。
【０１５０】
　上記第１電極層は、導電性金属及びガラスを含むペーストを塗布した後、焼成すること
で形成することができる。
【０１５１】
　この際、上記導電性金属は、特に制限されるものではないが、例えば、ニッケル、銅、
パラジウム、金、銀、及びこれらの合金からなる群より選択された一つ以上であることが
できる。
【０１５２】
　また、上記ガラスは、特に制限されるものではなく、一般の積層型キャパシターの外部
電極の製作に用いられるガラスと同一の組成を有する物質を用いることができる。
【０１５３】
　次に、金属粒子、熱硬化性樹脂、及び上記熱硬化性樹脂より低い融点を有する低融点金
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【０１５４】
　上記導電性樹脂組成物は、例えば、金属粒子である銅粒子、低融点金属であるスズ／ビ
スマス粒子、酸化膜除去剤、及び４～１５ｗｔ％のエポキシ樹脂を混合した後、３ロール
ミル（３－ｒｏｌｌ　ｍｉｌｌ）を用いて分酸させることにより製造することができる。
【０１５５】
　また、上記第１電極層の外側に上記導電性樹脂組成物を塗布し、乾燥及び硬化して金属
間化合物を含む導電性樹脂層を形成することができる。
【０１５６】
　この際、上記金属粒子のうち一部が上記低融点金属と完全に反応せずに残る場合、残っ
た金属粒子は、溶融された低融点金属によってカバーされる状態で上記導電性樹脂層内に
存在することができる。
【０１５７】
　また、上記金属粒子は、ニッケル、銀、銀がコーティングされた銅、スズがコーティン
グされた銅、及び銅のうち少なくとも一つ以上を含むことができるが、本発明がこれらに
制限されるものではない。
【０１５８】
　上記熱硬化性樹脂は、一例としてエポキシ樹脂を含むことができるが、本発明がこれに
限定されるものではない。上記熱硬化性樹脂は、例えば、ビスフェノールＡ樹脂、グリコ
ールエポキシ樹脂、ノボラックエポキシ樹脂、またはこれらの誘導体のうち分子量が少な
いため常温で液晶である樹脂であってもよい。
【０１５９】
　また、上記導電性樹脂層上に第２電極層を形成する段階をさらに含むことができる。上
記第２電極層は、めっきによって形成されてもよく、例えば、ニッケルめっき層、及びそ
の上部にさらに形成されるスズめっき層を含むことができる。
【０１６０】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の範囲はこれに限定されず
、特許請求の範囲に記載された本発明の技術的思想から外れない範囲内で多様な修正及び
変形が可能であるということは、当技術分野の通常の知識を有する者には明らかである。
【符号の説明】
【０１６１】
　１００、１００'　積層型キャパシター
　１１０　本体
　１１１　誘電体層
　１２１　第１内部電極
　１２２　第２内部電極
　１３０　第１外部電極
　１４０　第２外部電極
　１３１、１３１'、１４１、１４１'　第１電極層
　１３２、１４２　導電性樹脂層
　１３３、１３４、１４３、１４４　第２電極層
　１３２ａ　金属粒子
　１３２ｂ　導電性接続部
　１３２ｃ　ベース樹脂
　１３２ｄ、１５０　金属間化合物
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